
財政上の支援措置の改善提案に対する協議の結果（論点シート）
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1回目 A 平成30年度
概算要求予定

平成30年度概算要求等に向けて引き続き検討を行う。 a 本特区からの財政要望について，担当省庁が平成30年度概算要求を行う予定
であるため。

経済産業省から、「ロボット介護機器開発・導入促進事業（基準策定・評価事
業）」の後継事業の実施については平成30年度の概算要求に向けて検討する
旨の見解が示され、今後、指定自治体の要望の実現に向け対応することから
協議を終了する。経済産業省は、概算要求等に向け、指定自治体と適宜情報
交換等を行い対応すること。

Ⅱ

2回目

内閣府記載欄

［Ⅰ：実現が可能となったもの　Ⅱ：実現に向けて概算要求等の検討がなされるもの　Ⅲ：
要望内容の実現に向けて、条件や代替案等を検討し協議を継続して行うもの　Ⅳ：見解
の相違があり、要望実現の方向性を導けるよう、引き続き協議を継続して行うもの、また
は見解の相違により、協議を一旦終了するもの　Ⅴ：自治体が再検討を行うもの、または

提案の取り下げを行うもの］

53 国際 2
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AMEDの「ロボット介護機器開発・導入促
進事業（基準策定・評価事業）」が平成29
年度で終了する。今後，自立支援や介護
士の負担軽減等，福祉・介護現場におけ
るロボットの必要性はさらに高まることが
予想され，また，導入を促進するため，そ
の安全性や性能を評価することが必要で
あることから，当該事業の後継事業の実
施をお願いしたい。

生活支援ロボットの
実用化

ロボット介護機器の開発や実証実験の支援及び
安全検証を行ったうえで実用化を図るとともに，
当該ロボットの効果や性能を評価し，介護・福祉
器具に関する団体等と連携して介護・福祉現場
等への普及を図る。さらに，欧州の関係機関等と
連携し，ISO13482認証を取得したロボットの海外
での実証実験を可能にするなど，海外展開を含
めて我が国発のロボットを国内外で普及させ，
もって我が国のロボット産業の国際競争力強化を
図る。
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経済産業省 新規

国と地方の協議【書面協議】担当省庁の見解

［Ａ：概算要求等として引き続き検討（全国展開、特区含む）、Ｂ：現行制度で対応可能、Ｃ：対応しない、Ｚ：自治体が検討］

国と地方の協議【書面協議】指定自治体の回答

［ａ：了解、ｂ：条件付き了解、ｃ：受け入れられない、ｄ：その他］
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